
加木屋中部地区計画書 令和６年７月４日決定         東海市告示第１２６号 

名 称 加木屋中部地区計画 

位 置 
東海市加木屋町辻ケ花、鈴井田、一本木、編笠、畑尻、円畑、丑寅海戸、倉

池及び西平子の各一部 

面 積 約１２．４ｈａ 

地区計画の目標 

 

本地区は市の南部に位置し、東海市による土地区画整理事業が施行され

ている地区である。地区東側は二級河川大田川及び準用河川大田川に、地

区西側は市道名和加木屋線に接しており、地区中央に都市計画道路養父森

岡線が横断している。 

本地区は主として住居系の土地利用を推進する区域であるが、隣接地に

名古屋鉄道河和線の加木屋中ノ池駅が整備された交通利便性の優れた立地

条件から、良好な住環境を確保しつつ、生活利便施設の立地誘導を図り、

地域生活拠点としてふさわしい土地利用の増進を図っていく。 

そのため、適切な地区の区分を定め、土地区画整理事業による基盤整備

の推進と合わせて、秩序ある良好な市街地の形成を図ることを目標とする。 

 

区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

 

良好な住宅地に適した土地利用に加え、市道名和加木屋線及び都市計画

道路養父森岡線を生かした土地利用を図るため、次の４地区に分ける。 

 

Ａ地区  …市道名和加木屋線及び都市計画道路養父森岡線の交差部と

いう立地条件を生かし、生活利便施設の立地を図るなど、

生活拠点地区としてふさわしい土地利用の増進を図る。 

Ｂ地区  …市道名和加木屋線及び都市計画道路養父森岡線の沿道に位

置し、沿道利用を図りつつ、周辺の住宅地環境と調和した

市街地の形成を図る。 

Ｃ、Ｄ地区…住宅地区として、良好な居住環境を備えた住宅市街地の形

成を図る。 

 

建築物等の 

整備の方針 

 

本地区の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等の用途の制限、壁

面の位置の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。 

 

  



 

 

「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 
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地区の 

区分 

名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 

面積 約１．９ｈａ 約４．３ｈａ 約３．７ｈａ 約２．５ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

１ 建築物の 1

階部分におい

て住宅、共同住

宅、寄宿舎又は

下宿の用途に

供するもの 

２ マージャン

屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝

馬投票券発売

所、場外車券売

場その他これ

らに類するも

の 

 

１ マージャン

屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝

馬投票券発売

所、場外車券売

場その他これ

らに類するも

の 

 

 

１ 畜舎 

 

１ 建築基準法

（昭和 25 年法

律第 201 号。以

下「法」とい

う。）別表第

2(は)項に掲げ

るもの(同項第

1号から第7号

までに掲げる

建築物に附属

するもののう

ち、床面積の合

計が 15 平方メ

ートル以下の

畜舎を除く。)

以外のもの 

 

壁面の位置の

制限 

 

１ 道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「外壁等」

という。）までの距離の最低限度は１ｍとする。 

２ 隣地境界線から外壁等までの距離の最低限度は０．５ｍとする。 

 

垣又は柵の 

構造の制限 

   

道路に面する側に垣又は柵を設置

する場合は、生垣又は透視可能なフ

ェンス（基礎高０．６ｍ以下）とし、

景観に配慮したものとする。 

 




